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○伊方町下水道接続促進事業補助金交付要綱 

令和３年４月１日 

告示第39号 

（目的） 

第１条 この告示は、伊方町下水道条例（平成17年伊方町条例第212号）及び小規模下水道条例（平

成17年伊方町条例第178号）の規定に基づき、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及びくみとり便

槽から下水道接続に要する費用のうち、宅内配管工事の汚水に係る屋外排水設備工事に要する

経費に対して補助することにより、下水道への接続を促進し、生活環境の改善と公衆衛生の向

上を図ることを目的とする。 

（交付の対象） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

(１) 町内に在住又は移住予定のある者 

(２) 延べ面積の２分の１以上に相当する部分を専ら居住の用に供する住宅の所有者又は使用

者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。 

(１) 町税、使用料等の滞納者、国及び地方公共団体が所有している建物、その他これに類す

る建物、事業所のみの建物等 

(２) 住宅等の賃借人で、賃貸人の承諾が得られない者 

(３) 新築・増築の住宅所有者及び使用者 

(４) 竣工後に申請を行った者 

(５) この告示の規定による補助金を受けたことのある者及びこの告示の目的と類似する他の

補助制度による補助金の交付を受けたことのある者。ただし、補助を受けた住宅が異なる場

合はこの限りでない。 

(６) 利用しようとする者又は現に同居し、又は同居しようとする者が伊方町暴力団排除条例

（平成23年伊方町条例第20号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

３ 汚水に係る屋外排水設備工事に要する経費とは、便所、台所、風呂等屋内排水設備からの排

水を受ける汚水ますの設置、汚水ますから公共ますに接続するまでの排水管等の設置に係る工

事（以下「補助対象工事」という。）に要する経費をいう。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、30万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ補助金交付申請書（様式第１号）に次に
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掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(１) 位置図 

(２) 配管図 

(３) 請負契約書の写し 

(４) 着手前の写真 

(５) 本人であることを確認できる書類 

（交付の決定等） 

第５条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知

書（様式第２号）により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

（変更承認申請等） 

第６条 前条第２項の規定による交付決定通知を受けた者は、補助金の申請内容を変更しようと

する場合又は補助対象工事を中止若しくは廃止しようとする場合は、補助金変更承認申請書（様

式第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（補助対象工事の施工） 

第７条 第５条第２項の規定による交付決定を受けた者は、補助対象工事に係る施工について町

長の指定を受けた下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。 

（実績報告） 

第８条 第５条第２項の規定による交付決定を受けた者は、補助対象工事の完了後30日以内又は

当該年度の２月末日までのいずれか早い日までに補助金事業実績報告書（様式第５号）に次に

掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

(１) 施工状況及び完成写真 

(２) 工事費支払明細書（領収書等）の写し 

(３) その他町長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第９条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の

交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助

金交付額確定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第10条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、速やかに補助金請求書（様式第７号）

を提出するものとする。 
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２ 町長は、前項の請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。 

（補助金交付の取消） 

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 不正の手段により補助金を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(４) 補助金交付後10年以内にこの告示の規定による補助金の交付を受けて施工した汚水に係

る屋外排水設備の撤去を実施したとき。 

（補助金交付の返還） 

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が

交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


